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神
衣
奉
献
の
意
義

竹

内

雅

之

一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
神
宮
の
年
中
行
事
記
に
お
け
る
神
衣
祭
（
（
（

の
変
遷
を
追

い
な
が
ら
、
神
に
御
衣
を
捧
げ
る
そ
の
祭
り
の
意
味
に
迫
り
た
い
。

論
述
の
中
心
は
伊
勢
の
神
宮
で
あ
る
が
、
神
宮
と
関
り
の
深
い
三
遠

地
方
の
神
衣
奉
献
の
民
俗
も
補
足
し
て
考
察
し
た
い
。

　

論
述
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
神
宮
に
残
る
年
中
行
事
記
か
ら
神

衣
祭
の
次
第
を
比
較
す
る
。
そ
し
て
、
時
代
的
変
遷
を
追
い
な
が
ら

も
、
一
方
で
本
質
的
に
は
変
ら
な
い
神
衣
祭
の
意
義
を
考
え
た
い
。

古
代
の
年
中
行
事
記
と
し
て
は
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
撰
進
の

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
（
（
（

』
の
「
年
中
行
事
并
月
記
事
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
成
立
の
延
喜
式
巻
四
「
大
神
宮
式
（
（
（

」

に
も
行
事
の
断
片
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
両
者
を
互
い
に
補
い
合
せ
、

古
代
の
神
宮
神
衣
祭
を
多
少
な
り
と
も
復
元
し
、
中
世
・
近
世
の
神

衣
祭
と
と
も
に
比
較
検
討
し
た
い
。
中
世
の
年
中
行
事
記
と
し
て

『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
（
（
（

』（
以
下
『
建
久
年
中
行
事
』）、
近
世
の
年
中
行

事
記
と
し
て
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
『
皇
大
神
宮
年
中
行
事
当

時
勤
行
次
第
（
（
（

』（
以
下
『
元
文
年
中
行
事
』）
を
取
り
上
げ
る
。『
建
久

年
中
行
事
』
は
井
面
忠
仲
が
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
編
纂
し
た

年
中
行
事
記
で
、
室
町
時
代
、
藤
波
氏
経
（
一
四
〇
二
～
八
七
）
に
よ

り
加
筆
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。『
神
道
大
系
』
所
収
の
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
神
衣
祭
に
関
し
て
加
筆
部
分
は
無
い
（
（
（

。
し
た
が
っ
て
、
鎌

倉
時
代
初
期
に
記
述
さ
れ
た
神
衣
祭
の
行
事
内
容
は
、
基
本
的
に
そ

の
ま
ま
、
室
町
時
代
中
期
ま
で
一
貫
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
元
文
年
中
行
事
』
は
「
近
世
の
神
宮
祭
祀
を
集
大
成
し
た
も
の
（
（
（

」

で
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
孫
福
弘
孚
が
『
皇
大
神
宮
年

中
行
事
当
時
勤
行
次
第
私
註
』
な
る
註
釈
を
施
し
て
い
る
（
以
下

『
私
註
』）。
こ
の
弘
孚
の
『
私
註
』
も
参
考
に
す
る
。

　

右
の
う
ち
古
代
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
お
よ
び
「
延
喜
伊
勢
大

神
宮
式
」
は
「
神
宮
の
規
範
定
準
（
（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
年
中
行
事
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記
と
し
て
み
る
と
記
述
が
断
片
的
で
祭
り
の
全
貌
を
捉
え
る
に
は
適

切
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
次
節
に
お
い
て
中
世
お
よ
び
近

世
の
神
衣
祭
の
式
次
第
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
大
ま
か
な
姿
を
提

示
す
る
。

二
　
中
近
世
の
神
衣
祭

　

神
衣
祭
の
一
連
の
行
事
は
、
内
容
と
し
て
「
榊
の
辨
備
」「
祭
場

鋪
設
」「
神
衣
護
送
」「
宮
司
参
宮
」「
大
麻
御
塩
湯
」「
送
文
」「
玉

串
行
事
」「
神
衣
奉
献
」「
玉
串
奉
奠
」「
東
宝
殿
に
奉
納
」「
荒
祭
宮

奉
拝
」「
一
殿
で
饗
膳
」
等
々
で
あ
る
。
本
節
で
は
「
榊
の
辨
備
」

か
ら
「
玉
串
奉
奠
」
ま
で
神
衣
祭
の
前
半
部
分
を
左
表
に
ま
と
め
た
。

上
下
の
各
段
に
は
各
年
中
行
事
記
の
記
述
の
順
番
通
り
に
式
次
第

（
あ
る
い
は
行
事
）
を
並
べ
た
。

【
表
】

建
久
年
中
行
事
（
皇
太
神
宮
年
中
行
事
）

元
文
年
中
行
事
（
皇
大
神
宮
年
中
行
事
当

時
勤
行
次
第
）

❶　

今
日
（
四
月
十
四
日
）
内
院
の
南
面

の
蕃
垣
・
玉
串
御
門
・
四
御
門
・
三
重
の

玉
垣
の
榊
を
差
す
。
こ
れ
は
公
侯
氏
の
勤

め
で
あ
る
。
ま
た
八
重
榊
を
差
す
。
そ
の

員
数
は
百
二
十
七
で
、
こ
れ
は
山
向
内
人

の
役
目
で
あ
る
。
榊
を
差
す
の
は
年
中
四

箇
度
で
、
四
・
六
・
九
・
十
二
月
の
祭
の

時
で
あ
る
。

❷　

午
時
、
地
祭
物
忌
父
が
北
御
門
・
瑞

垣
御
門
を
開
き
瑞
垣
・
玉
串
・
第
四
等
の

各
御
門
に
戸
張
を
懸
け
る
。

①　

神
衣
祭
料
と
し
て
御
門
・
垣
・
鳥
居
等

に
榊
を
差
し
、ま
た
八
重
榊
を
差
替
え
る
。

地
祭
物
忌
父
が
門
々
に
幌
を
懸
け
る
。

❸　

神
服
・
神
麻
續
両
機
殿
・
神
部
・
織

子
・
人
面
等
が
神
衣
の
唐
櫃
各
々
二
合
を

持
参
。
道
中
、
祗
承
と
検
非
違
使
が
警
護
。

河
原
殿
西
の
祓
所
で
祓
と
酒
肴
を
受
け

る
。

②　

辰
尅
、
神
服
織
・
神
麻
續
が
、
両
機

殿
で
奉
織
し
た
神
衣
を
運
送
。
宮
司
が
宮

川
で
出
迎
え
、
禊
を
行
う
。
御
衣
の
唐
櫃

は
、
大
少
神
部
が
携
行
。
内
宮
に
到
る
。

❹　

宮
司
が
参
宮
。

③　

宮
司
が
外
宮
神
拝
の
後
、
内
宮
に
参

向
。

④　

祭
員
装
束
は
以
下
の
通
り
。
宮
司
は

束
帯
、
禰
宜
は
束
帯
に
明
衣
木
綿
、
政
所

は
衣
冠
、
玉
串
大
内
人
は
正
内
人
が
束

帯
・
権
内
人
が
衣
冠
、
三
色
物
忌
父
は
大

物
忌
父
一
臈
が
束
帯
・
自
余
が
衣
冠
、
荒

祭
宮
内
人
・
瀧
祭
宮
内
人
・
風
日
祈
宮
内

人
が
各
々
衣
冠
、
神
服
織
大
少
神
部
・
神

麻
績
大
少
神
部
は
各
衣
冠
、
等
々
。

⑤　

両
機
殿
が
調
進
す
る
御
衣
唐
櫃
三
合

は
、
神
部
等
が
携
え
て
川
原
祓
所
に
参

進
。
御
巫
内
人
が
祓
を
修
し
、
酒
肴
に
預

る
。　

⑥　

神
部
が
川
頭
に
莅
み
手
水
。

❺　

神
衣
の
唐
櫃
ほ
か
両
機
殿
・
神
部
・

人
面
・
織
子
ら
が
参
進
。

⑦　

御
唐
櫃
を
二
鳥
居
の
内
、
置
道
の
北

端
に
舁
居
え
、
神
部
が
そ
の
西
に
列
立
し

各
南
を
向
く
。

⑧　

宮
司
が
一
鳥
居
よ
り
参
進
し
二
鳥
居

の
下
で
北
面
す
る
。　

❻　

例
所
で
大
麻
塩
湯
の
祓
を
受
け
る
。

⑨　

御
塩
大
麻
祓
は
御
唐
櫃
、
次
に
宮

司
、
次
に
神
部
等
の
順
。

⑩　

こ
れ
よ
り
先
、
禰
宜
が
中
道
を
経
て

参
列
。　
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❼　

御
唐
櫃
四
合
の
う
ち
二
合
は
荒
祭
宮

の
御
料
。
残
り
二
合
が
到
着
し
た
な
ら
ば
、

御
塩
湯
所
の
石
畳
沿
い
に
舁
居
え
奉
る
。

⑪　

参
進
の
順
序
は
、
先
ず
禰
宜
、
次
に

宮
司
、
次
に
御
唐
櫃
。

⑫　

神
部
等
玉
串
行
事
所
に
列
立
。
禰
宜

は
西
上
南
面
、
宮
司
は
東
上
南
面
、
三
色

物
忌
父
は
禰
宜
の
末
に
西
を
上
と
し
南
に

向
か
う
。
御
唐
櫃
二
合
は
置
道
の
中
間
に

舁
居
え
る
。
玉
串
大
内
人
・
山
向
内
人
は

各
宮
司
の
向
い
東
上
北
面
、
両
神
部
は
御

唐
櫃
の
南
に
東
を
上
と
し
て
北
に
向
う
。

荒
祭
宮
・
瀧
祭
宮
・
風
日
祈
宮
の
各
内

人
、
物
忌
お
よ
び
祗
承
等
は
各
神
部
の
東

で
北
に
向
う
。

❽　

宮
司
と
神
主
は
左
右
に
列
立
し
て
答

拝
。
両
織
殿
の
神
部
・
人
面
・
織
子
等
が

石
橋
を
隔
て
て
左
右
に
列
立
。
左
が
服
方
、

右
が
麻
續
方
で
あ
る
。

⑬　

政
所
進
み
出
て
祗
承
に
目
す
。
祗
承

が
進
ん
で
政
所
の
前
に
立
つ
。
政
所
が

「
大
少
の
神
部
は
参
っ
た
か
」
と
い
う
と

祗
承
が
「
お
お
」
と
磬
折
し
て
退
く
。

❾　

両
機
殿
の
案
主
等
が
並
ん
で
各
御
衣

の
送
文
を
持
ち
進
向
。
物
忌
父
の
一
人
が

行
向
い
請
取
り
、
大
物
忌
父
の
兄
部
に
与

え
る
。

⑭　

服
織
大
神
部
が
御
唐
櫃
の
前
に
進
寄

り
、
送
文
を
取
出
し
、
副
物
忌
父
が
こ
れ

を
受
取
る
。
麻
續
大
神
部
の
送
文
も
同

前
。

�　

大
物
忌
父
が
笏
を
差
し
送
文
を
取

り
、
一
神
主
に
奉
る
。
そ
の
後
、
笏
を
抽

い
て
一
拝
し
て
本
列
に
帰
立
。
一
神
主
が

送
文
を
披
見
の
後
、
宮
掌
大
内
人
を
召
す
。

一
人
が
参
り
一
神
主
の
前
に
揖
立
つ
。
一

神
主
が
命
じ
て
云
く
「
服
麻
續
両
機
殿
の

大
少
神
部
織
子
等
は
職
数
に
従
い
参
っ
て

い
る
か
」
な
ど
と
い
え
ば
、
宮
掌
大
内
人

は
こ
の
旨
を
も
っ
て
祗
承
・
検
非
違
使
に

伝
え
尋
ね
る
と
、
祗
承
・
検
非
違
使
は
、

職
数
に
従
い
参
候
し
て
い
る
由
を
申
す
。

宮
掌
大
内
人
は
、
ま
た
、
こ
の
旨
を
一
神

⑮　

一
〇
副
物
忌
父
が
、
二
通
の
送
文
を

大
物
忌
父
の
一
臈
に
渡
す
。
一
臈
が
受
取

り
政
所
に
進
め
る
。
一
禰
宜
が
受
取
り
披

見
す
る
。
二
禰
宜
以
下
同
じ
く
披
見
の

後
、
上
に
転
ず
。
次
に
、
政
所
に
返
し
、

政
所
が
こ
れ
を
持
ち
、
御
韓
櫃
の
前
に
進

寄
る
。
大
物
忌
父
の
一
臈
が
同
じ
く
進
寄

り
、
共
に
御
衣
を
点
検
し
本
列
に
復
す
。

主
に
申
す
。
そ
の
後
、
大
物
忌
父
が
一
神

主
の
前
に
進
参
し
て
笏
を
差
し
て
立
つ
。

時
に
一
禰
宜
、
彼
の
送
文
を
返
す
。
そ
こ

で
、
物
忌
父
給
い
て
笏
を
抜
き
一
拝
し
て

本
列
に
帰
立
。

�　

玉
串
大
内
人
・
大
物
忌
父
は
例
所
で

列
立
。
宮
司
が
手
水
を
用
い
、
鬘
木
綿
と

着
け
、
玉
串
行
事
を
行
う
の
は
祈
年
祭
と

同
じ
で
あ
る
。

⑯　

宮
司
の
手
水
・
鬘
木
綿
・
太
玉
串
、

な
ら
び
に
禰
宜
お
よ
び
玉
串
大
内
人
の
太

玉
串
の
次
第
は
祈
年
祭
と
同
じ
で
あ
る
。

�　

内
院
に
参
る
。
前
陣
は
神
主
・
玉
串

大
内
人
、
次
に
宮
司
、
次
に
御
唐
櫃
で
外

物
忌
父
等
が
衣
冠
を
着
け
奉
持
す
る
。
石

橋
の
南
で
御
塩
湯
が
あ
り
、
内
人
が
勤
め

る
の
は
い
つ
も
と
同
じ
で
あ
る
。

⑰　

御
唐
櫃
を
八
重
榊
の
鳥
居
の
前
の
高

案
の
際
に
舁
居
え
る
。
別
宮
内
人
・
物
忌

等
が
参
入
。
両
機
殿
の
神
部
が
御
玉
串

（
服
織
神
部
は
糸
一
約
を
裹
み
御
玉
串
に

懸
け
、
麻
續
神
部
は
尋
常
の
御
玉
串
で
あ

る
）
を
捧
げ
、
参
入
。
各
々
石
壺
に
進

む
。
御
門
軒
下
に
お
け
る
御
塩
湯
は
祈
年

祭
と
同
じ
で
あ
る
。

�　

各
参
入
し
左
右
の
石
壺
に
着
く
。
宮

司
は
神
主
と
中
強
で
あ
る
。
宮
司
も
、
東

を
も
っ
て
上
と
な
し
て
着
す
。
御
唐
櫃
は

八
重
榊
の
東
方
に
舁
居
え
る
。
三
色
物
忌

父
の
兄
部
等
は
西
方
の
石
壺
に
北
を
も
っ

て
上
と
な
し
東
に
向
き
着
す
。
次
に
鎰
取

内
人
が
着
す
。
大
物
忌
父
の
一
人
は
束
帯
、

そ
の
他
は
皆
、
衣
冠
で
あ
る
。

⑱　

各
著
座
。
宮
司
、
禰
宜
、
玉
串
大
内

人
、
物
忌
父
、
出
納
内
人
は
各
々
祈
年
祭

と
同
じ
で
あ
る
。
別
宮
内
人
、
物
忌
は
御

唐
櫃
の
左
右
に
屈
候
。
両
神
部
は
第
四
御

門
の
北
軒
下
に
侍
る
。

⑲　

神
服
織
大
神
部
が
御
唐
櫃
の
前
に
進

み
和
妙
御
衣
の
筥
を
取
出
し
高
案
に
居
え

奉
り
て
退
く
。
次
に
麻
續
大
神
部
が
御
唐

櫃
の
前
に
進
み
荒
妙
御
衣
の
筥
を
取
出
し

高
案
に
居
え
奉
り
て
退
く
。

�　

大
物
忌
父
が
笏
を
差
し
詔
刀
文
を
大

宮
司
に
献
ず
。
宮
司
が
所
帯
の
御
玉
串
を
⑳　

大
物
忌
父
の
一
臈
が
詔
刀
文
を
政
所

よ
り
取
っ
て
、
宮
司
に
進
め
て
、
宮
司
が
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前
に
置
い
て
請
取
る
。
大
物
忌
父
が
笏
を

抜
い
て
一
拝
の
後
、
本
座
に
帰
着
。
大
宮

司
は
座
を
立
ち
、
八
重
榊
の
前
に
進
参
し

て
西
方
の
石
壺
に
跪
い
て
詔
刀
を
申
す
。

こ
れ
を
読
進
め
る
次
第
は
祈
年
祭
と
同
じ

で
あ
る
。

�　

詔
刀
畢
り
て
後
宮
司
は
本
座
に
帰
着

し
、
置
く
と
こ
ろ
の
御
玉
串
を
捧
持
た
し

む
。
そ
の
後
の
玉
串
行
事
次
第
は
祈
年
祭

と
同
じ
で
あ
る
。

㉑　

宮
司
、
禰
宜
、
玉
串
大
内
人
、
三
色

物
忌
父
が
請
け
渡
す
太
玉
串
を
奉
納
。
次

第
は
祈
年
祭
と
同
じ
で
あ
る
。

�　

但
し
御
衣
の
時
、
玉
串
大
内
人
所
帯

の
御
榊
を
玉
串
御
門
右
方
の
石
畳
の
上
に

奉
っ
た
後
、
玉
串
御
門
の
南
に
留
ま
り
南

に
向
い
て
祗
候
。
そ
の
時
、
第
四
御
門
の

北
方
に
祗
候
の
両
機
殿
の
大
少
神
部
等
所

帯
の
御
玉
串
、
並
に
各
々
の
方
々
の
織
子

人
面
等
の
所
帯
の
榊
を
取
聚
め
て
、
玉
串

御
門
へ
持
参
し
、
玉
串
大
内
人
の
前
に
跪

居
す
る
。
そ
こ
で
玉
串
大
内
人
が
、
件
の

御
玉
串
を
請
取
り
、
玉
串
御
門
左
右
の
脇

に
あ
る
石
畳
の
上
に
奉
る
（
服
は
左
方
、

麻
續
は
右
方
）
※
但
し
、
両
大
神
部
は
所

帯
の
玉
串
だ
け
を
持
参
。
両
少
神
部
は
所

帯
の
御
玉
串
の
上
に
織
子
人
面
等
が
御
榊

を
取
加
え
持
参
。
服
大
神
部
は
木
綿
に
糸

を
裹
ん
で
所
帯
の
榊
に
懸
け
る
。

㉒　

玉
串
大
内
人
が
所
帯
の
太
玉
串
を
奉

納
の
後
、
玉
串
御
門
の
西
柱
の
本
で
蹲
踞

し
、
南
に
向
く
。
服
織
大
神
部
が
、
御
玉

串
を
捧
げ
御
門
の
前
に
進
参
。
玉
串
大
内

人
が
こ
れ
を
執
り
玉
串
御
門
に
奉
納
。
次

に
麻
續
大
神
部
が
御
玉
串
を
奉
納
す
る
こ

と
、
上
に
同
じ
。

三
　
神
衣
祭
の
変
遷

　

前
節
で
ま
と
め
た
表
を
み
て
、
筆
者
が
目
立
っ
た
違
い
と
し
て
注

目
す
る
の
は
「
神
衣
奉
献
」「
玉
串
奉
奠
」
で
あ
る
。
神
衣
奉
献
の

次
第
は
中
世
に
お
い
て
は
表
上
段
�
�
、
近
世
に
お
い
て
は
同
下
段

⑰
⑱
⑲
で
あ
る
。
⑰
で
八
重
榊
の
鳥
居
の
下
に
設
営
さ
れ
た
高
案
の

上
に
は
、
⑲
に
お
い
て
御
唐
櫃
か
ら
取
出
さ
れ
た
和
妙
御
衣
の
筥
と

荒
妙
御
衣
の
筥
が
奉
献
さ
れ
る
。
中
世
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
案

を
使
用
す
る
こ
と
よ
り
、
御
衣
を
祭
場
に
お
い
て
、
視
覚
的
に
際
立

た
せ
る
効
果
が
あ
ろ
う
（
（
（

。
さ
ら
に
大
き
な
違
い
は
玉
串
奉
奠
（
表
中

�
と
㉒
）
で
あ
る
。
本
節
で
は
玉
串
奉
奠
の
変
遷
を
中
心
に
論
じ
た

い
。

　

両
大
神
部
の
玉
串
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
同
様
に
奉
奠
さ

れ
る
。
し
か
し
、
少
神
部
以
下
の
玉
串
奉
奠
が
、
中
世
か
ら
近
世
に

か
け
て
な
く
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
古
代
に
お
い
て
は
ど
う
だ
っ
た

ろ
う
。「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
神
衣
祭
条
に
よ
れ
ば
、
四
月
・
九

月
の
神
衣
祭
で
、
大
神
宮
（
内
宮
）
に
奉
納
さ
れ
る
御
料
と
式
次
第

は
左
の
通
り
で
あ
る
。

大
神
宮
、
和
妙
衣
二
十
四
疋
、〈
八
疋
広
一
尺
五
寸
、
八
疋
広

一
尺
二
寸
、
八
疋
広
一
尺
、
並
長
四
丈
〉、
髻
糸
、
頸
玉
、
手

玉
、
足
玉
緒
、
帒
襪
緒
等
糸
各
十
六
条
、
縫
糸
六
十
四
条
、

〈
各
長
五
尺
〉、
長
刀
子
一
枚
、
短
刀
子
、
錐
、
針
、
鉾
鋒
各
十

六
枚
、
著
レ

糸
玉
串
二
枚
、
韓
櫃
二
合
、〈
一
合
盛
レ

衣
、
一
合

盛
二

金
物
一

〉、
筥
一
合
、〈
盛
二

糸
并
雑
緒
一

〉、
荒
妙
衣
八
十
疋
、

〈
四
十
疋
広
一
尺
六
寸
、
四
十
疋
広
一
尺
、
並
長
四
丈
〉、
刀
子
、

針
各
二
十
枚
、
韓
櫃
一
合
、〈
盛
二

衣
并
刀
子
一

〉、

荒
祭
宮
、
和
妙
衣
十
二
疋
（
中
略
）
著
レ

糸
玉
串
一
枚
、
韓
櫃
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一
合
、

　
�

右
、
和
妙
衣
者
服
部
氏
、
荒
妙
衣
者
麻
績
氏
、
各
自
潔
斎
、

始
レ

従
二

祭
月
一
日
一

織
造
、
至
二

十
四
日
一

供
レ

祭
、
其
儀
、
大

神
宮
司
、
禰
宜
、
内
人
等
率
二

服
織
女
八
人
一、
並
著
二

明
衣
一、

各
執
二

玉
串
一、
陳
二

列
御
衣
之
後
一

入
、
大
神
宮
司
宣
二

祝
詞
一

訖
、
共
再
拝
両
段
、
短
拍
手
両
段
、
膝
退
再
拝
両
段
、
短
拍

手
両
段
、
一
拝
訖
退
出（（（
（

こ
こ
で
は
、
大
神
宮
御
料
の
な
か
に
糸
を
著
け
た
玉
串
二
枚
が
確
認

で
き
、
大
神
宮
司
・
禰
宜
・
内
人
等
・
織
女
八
人
が
玉
串
奉
奠
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
不
載
条
に

は
、
神
宮
以
下
諸
宮
社
の
禰
宜
・
内
人
・
物
忌
等
の
免
調
庸
と
と
も

に
、
神
服
織
・
神
麻
續
各
五
十
人
の
免
調
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
の
二
条
を
合
せ
て
考
え
る
と
、
神
服
織
・

神
麻
續
を
代
表
し
て
織
女
八
人
（
皇
太
神
宮
儀
式
帳
四
月
例
・
十
四
日

条
で
は
各
八
人
、
計
十
六
人
）
が
玉
串
を
奉
奠
し
て
い
る
。
後
述
す
る

が
、
糸
を
著
け
た
玉
串
は
、
奉
織
者
の
代
表
が
捧
げ
る
重
要
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
皇
太
神
宮
儀
式
帳
二
月
例
・
十
二
日
条
に

お
い
て
、
祈
年
祭
の
玉
串
は
、
大
神
宮
司
が
二
枝
、
禰
宜
が
四
枝
、

宇
治
大
内
人
が
八
枝
、
各
奉
奠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
古
代

か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
神
衣
祭
の
糸
を
著

け
た
玉
串
二
枚
は
、
数
か
ら
判
断
す
る
と
大
神
宮
司
が
奉
奠
し
た
と

推
察
さ
れ
る
。

　

抑
も
、
九
世
紀
の
『
両
宮
儀
式
帳
』、
十
世
紀
の
『
延
喜
式
』
に

お
い
て
は
大
神
部
・
少
神
部
な
る
職
掌
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
職
掌
は
、

お
そ
ら
く
律
令
体
制
の
弛
緩
に
対
応
す
る
た
め
、
大
神
宮
司
が
新
設

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
考
察
す
る
。「
大
神
部
」

「
少
神
部
」
の
語
が
確
認
で
き
る
の
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
第
二

巻
で
、
十
一
世
紀
半
ば
の
記
事
が
初
見
で
あ
る
。
天
喜
五
年
（
一
〇

五
七
）
九
月
条
に
は
、
神
衣
の
式
日
闕
怠
な
る
事
案
が
発
生
し
て
い

る
。
こ
の
と
き
、（
麻
續
）
大
神
部
の
重
友
、（
麻
續
）
少
神
部
の
兼

友
が
、可

レ

奉
二

御
衣
織
一

料
乃
御
麻
、
乍
レ

置
二

於
秀
延
住
宅
一、
被
二

検

封
一

也（（（
（

と
陳
訴
し
て
い
る
。
な
お
、
秀
延
と
は
清
原
秀
延
の
こ
と
で
、
鍬
方

の
御
麻
生
園
預
で
あ
る
と
、
当
該
記
事
の
冒
頭
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

実
は
こ
の
前
年
、
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
九
月
に
も
式
日
が
違
例

し
、
神
衣
は
十
五
日
に
進
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
は
、
大
風
・
大

雨
に
よ
り
度
々
、
洪
水
が
起
き
る
な
ど
し
て
御
衣
の
準
備
が
滞
っ
た

ら
し
い
。
こ
の
違
例
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
同
日
、
離
宮
院
に
お
い
て

祭
主
永
輔
と
大
司
兼
任
が
口
論
と
な
り
、
二
十
一
日
、
二
人
は
上
京

し
公
家
に
上
奏
す
る
。
祭
主
は
、

二
機
殿
乃
神
部
等
、
式
日
於
違
例
志
天
、
御
衣
供
進
之
条
、
宮

司
懈
怠
之
由（（（
（

と
具
申
し
た
。
右
の
祭
主
の
言
葉
か
ら
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
ろ
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う
と
も
、
神
衣
供
進
の
最
高
責
任
は
宮
司
（
大
神
宮
司
）
に
あ
る
、

と
い
う
暗
黙
の
諒
解
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
当
時
の
神
領
行
政
に
対
す

る
共
通
認
識
で
あ
り
、
伝
統
的
な
規
範
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
規

範
が
祭
祀
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
。
し

た
が
っ
て
、「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
神
衣
祭
条
に
み
え
る
糸
を
著

け
た
玉
串
二
枚
は
、
そ
の
数
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
神
領
行
政
の
最

高
責
任
者
た
る
大
神
宮
司
が
奉
奠
し
た
と
筆
者
は
考
え
た
い
。

　

古
代
末
に
お
い
て
、
両
機
殿
に
大
少
神
部
が
お
か
れ
る
と
、
神
衣

祭
の
糸
を
著
け
た
玉
串
は
服
部
大
神
部
に
よ
り
捧
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
断
片
的
な
史
料
し
か
な
い
た
め
、
両

機
殿
の
奉
織
組
織
の
実
体
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
改
め
て
、

『
建
久
年
中
行
事
』
神
衣
祭
に
お
け
る
玉
串
奉
奠
の
次
第
を
確
認
し

て
み
よ
う
。
表
中
�
に
対
応
す
る
原
文
を
右
に
掲
げ
る
。

但
御
衣
之
時
、
玉
串
大
内
人
所
レ

帯
御
榊
ヲ
玉
串
御
門
ノ
右
方

石
畳
ノ
上
ニ
奉
之
後
、
件
御
門
ノ
南
ニ
留
南
ニ
向
祗
候
。
其
時

四
御
門
ノ
北
方
ニ
祗
候
ノ
両
機
殿
ノ
大
少
神
部
等
所
レ

帯
ノ
御

玉
串
并
各
ノ
方
々
ノ
織
子
人
面
等
ノ
所
レ

帯
ノ
榊
ヲ
取
聚
テ
彼

御
門
エ
持
参
テ
玉
串
大
内
人
ノ
前
ニ
跪
テ
候
（
中
略
）
※
但
両

大
神
部
者
所
レ

帯
ノ
御
玉
串
許
ヲ
持
参
、
両
少
神
部
者
所
レ

帯
御

玉
串
之
上
ニ
織
子
人
面
等
カ
御
榊
ヲ
取
加
持
参
也（（（
（

右
は
全
体
が
但
書
き
な
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
、
さ
ら
に
二
番
目
の

但
書
き
（
※
）
が
入
れ
籠
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
二
番

目
の
但
書
き
に
よ
る
と
、
両
大
神
部
が
自
分
の
玉
串
だ
け
を
、
両
少

神
部
が
自
分
の
玉
串
の
上
に
、
所
管
の
織
子
・
人
面
の
玉
串
を
重
ね

て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
玉
串
大
内
人
の
祗
候
す
る
玉
串
御
門
の
南
ま
で

持
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
両
少
神
部
は
数
十
本
の
玉
串

を
両
手
に
抱
え
て
持
ち
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
段
階
の
玉
串

奉
奠
の
方
式
は
、
そ
の
ま
ま
両
機
殿
組
織
の
階
層
を
表
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
は
、
古
代
末
に
お
け
る
両

機
殿
の
混
乱
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
両
機
殿
だ
け
で
な
く
、
綻
び

を
見
せ
始
め
た
神
領
全
体
の
問
題
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
両
機
殿
に
お

い
て
は
、
大
少
神
部
を
置
き
、
こ
れ
ら
に
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
に

よ
り
、
大
神
宮
司
が
直
接
に
多
数
の
神
部
を
統
轄
す
る
の
を
止
め
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
代
の
年
中
行
事
記
に
お
い
て
確
認
で
き
な

か
っ
た
大
少
神
部
の
玉
串
を
、
中
世
の
そ
れ
に
み
る
と
き
、
神
領
の

変
質
を
想
像
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
神
衣
祭
は
中
世

に
杜
絶
し
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
復
活
す
る
。
同
年
七
月

七
日
に
外
宮
祠
官
黒
瀬
益
弘
が
書
き
上
げ
た
『
御
衣
祭
記
』
に
は
再

興
当
時
の
神
部
の
状
況
が
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
語
ら
れ
て
い
る
。

今
度
御
衣
祭
再
興
シ
テ
執
行
神
事
ノ
次
第
、
大
概
年
中
行
事
ノ

如
シ
、
白
木
韓
櫃
四
合
〈
担
夫
八
人
、
著
二

白
丁
一

舁
レ

之
、
一

禰
宜
沙
汰
〉、
服
部
ニ
ハ
禰
宜
ト
称
シ
来
ル
者
ア
リ
、
彼
ヲ
大

神
部
・
少
神
部
ト
ス
、
又
麻
續
ニ
ハ
禰
宜
・
祝
部
ナ
ド
ヽ
云
伝
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ル
者
モ
ナ
ケ
レ
バ
、
彼
村
ノ
古
キ
者
ヲ
大
神
部
・
少
神
部
ト
シ
、

四
人
衣
冠
ヲ
著
シ
、
玉
串
及
著
レ

糸
玉
串
ヲ
持
神
事
ニ
従
フ
ナ

リ
（
（（
（

右
に
よ
れ
ば
、
服
部
、
麻
續
と
も
す
で
に
神
部
の
実
体
が
な
か
っ
た

が
、
か
つ
て
の
両
神
部
に
生
活
す
る
主
立
っ
た
四
人
を
名
目
的
に
割

当
て
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
糸
を
著
け
た
玉
串
は
、
必
須
の
御

料
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
中
川
経
雅
（
一

七
四
二
～
一
八
〇
五
）
は
、
奉
織
者
に
関
し
、

今
時
は
両
機
殿
と
も
に
織
女
を
置
く
事
絶
え
た
れ
ば
、
御
衣
織

る
こ
と
も
形
の
み
に
て
（
中
略
）
御
衣
織
は
女
の
わ
ざ
な
り
。

男
の
す
べ
き
事
な
ら
ね
ど
、
其
人
無
け
れ
ば
、
神
部
等
わ
づ
か

に
其
義
を
存
す
ま
で
と
な
れ
り（（（
（

と
形
骸
化
し
た
両
機
殿
の
状
況
を
半
ば
歎
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
（（
（

。

こ
こ
で
は
、
童
女
に
よ
る
奉
織
が
正
統
で
あ
る
、
と
い
う
内
宮
祠
官

た
る
経
雅
の
規
範
意
識
に
も
注
目
し
た
い
。
果
た
せ
る
か
な
益
弘
と

経
雅
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
元
文
年
中
行
事
』
に
は
、
織
子
・
人
面

の
姿
は
な
く
、
奉
織
組
織
と
し
て
は
、
両
大
少
神
部
四
人
の
み
が
奉

仕
し
、
玉
串
は
両
大
神
部
二
人
が
奉
奠
し
た
。

四
　
神
衣
祭
の
淵
源

　

前
節
に
お
い
て
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
、
奉
仕
者
や

行
事
内
容
の
違
い
に
注
目
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
み

れ
ば
不
変
の
部
分
が
多
い
。
こ
れ
が
祭
り
の
伝
統
で
あ
り
本
質
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
改
め
て
前
掲
の
表
を
、
前
か
ら
順
に
み
て
い

こ
う
。

　
『
建
久
年
中
行
事
』
に
よ
れ
ば
四
月
十
四
日
、
早
朝
（
卯
尅
）
に

風
日
祈
祭
が
、
昼
（
午
尅
）
に
神
衣
祭
が
、
そ
れ
ぞ
れ
斎
行
さ
れ
る
。

風
日
祈
祭
条
に
は
、
榊
辨
備
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
続
く
神
衣

祭
条
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、
表
中
❶
の
よ
う
に
、
公
侯
氏
と
山
向
内

人
と
が
手
分
け
を
し
て
、
榊
を
辨
備
し
て
い
る
。
特
に
、
八
重
榊
の

交
換
は
年
中
四
箇
度
、
つ
ま
り
孟
夏
・
季
秋
の
神
衣
祭
と
三
節
祭
と

の
前
に
、
限
ら
れ
て
い
る
。
当
日
の
祭
儀
と
は
直
接
関
係
の
な
い

六
・
九
・
十
二
月
の
行
事
が
記
載
さ
れ
る
の
は
年
中
行
事
記
と
し
て

は
不
徹
底
な
感
が
否
め
な
い
が
、
か
え
っ
て
神
衣
祭
の
重
要
性
を
認

識
さ
せ
て
く
れ
る
記
述
と
も
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
『
元
文
年
中
行

事
』
に
は
、

同
日
為
二

神
御
衣
祭
之
料
一、
奉
レ

差
二

御
榊
於
御
門
垣
鳥
居
等
一、

又
奉
三

差
二

替
八
重
榊
一、
地
祭
物
忌
父
奉
レ

懸
二

御
幌
於
門
（々
（（
（

一、

と
簡
潔
に
記
述
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
孫
福
弘
孚
は
次
の
よ
う
に

私
註
し
て
い
る
。

八
重
榊
ヲ
差
シ
奉
ル
ハ
山
向
内
人
ノ
役
ナ
ル
事
前
ニ
イ
ヘ
リ
。

御
幌
ハ
地
祭
物
忌
父
ノ
挂
ル
事
古
年
中
行
事
記
ニ
見
エ
タ
リ（（（
（

弘
孚
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
神
衣
祭
が
中
絶
し
た
と
は
い
え
、
中
世
と

近
世
で
は
「
榊
の
辨
備
」「
祭
場
鋪
設
」
は
違
い
が
な
い
と
い
う
こ
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と
に
な
る
。
八
重
榊
に
関
し
て
は
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
職
掌
条
に

お
い
て
、
山
向
物
忌
が
「
取
備
供
奉
」
り
宇
治
大
内
人
が
「
儲
備
供

奉
」
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
神
宮
組
織

が
肥
大
化
し
た
た
め
、
職
掌
の
変
化
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
古
代
に
お
い
て
は
物
忌
・
大
内
人
と
い
っ
た
重
職

が
辨
備
す
る
程
に
重
視
さ
れ
た
榊
が
、
神
衣
祭
を
前
に
し
て
、
新
た

に
交
換
さ
れ
る
と
い
う
伝
統
が
近
世
で
復
活
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
は
神
衣
祭
が
神
祇
令
に
定
め
ら
れ
た
常
祀
で
あ
り
、
神
宮
が
そ

の
伝
統
を
守
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
奉
納
さ
れ
る
御
料
を
確
認
し
て
お
く
。
前
節

で
掲
げ
た
「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
神
衣
祭
条
に
お
い
て
、
和
妙
衣

二
十
四
疋
・
荒
妙
衣
八
十
疋
の
数
詞
に
着
目
す
る
。
領
や
腰
で
は
な

く
、
疋
で
あ
る
。
こ
れ
は
和
妙
、
荒
妙
と
も
反
物
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
神
衣
祭
で
は
、
こ
の
他
に
、
縫
糸
・
刀
子
・

錐
・
針
等
の
裁
縫
具
も
奉
献
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
和
妙
・
荒
妙

の
紡
織
を
担
っ
た
の
が
「
織
子
」「
人
面
」
で
あ
る
。
薗
田
守
良
（
一

七
八
五
～
一
八
四
〇
）
は
、
織
子
の
淵
源
を
古
事
記
「
須
佐
之
男
命
の

勝
さ
び
」
の
段
に
求
め
て
い
る
。

天
照
大
御
神
、
坐
二

忌
服
屋
一

而
、
令
レ

織
二

神
御
衣
一

之
時
、
穿
二

其
服
屋
之
頂
一、
逆
二

剥
天
斑
馬
一

剥
而
、
所
堕
入
時
。
天
服
織
女

見
驚
而
、
於
レ

梭
衝
二

陰
上
一

而
死（（（
（

当
段
に
関
連
し
て
「
古
く
織
女
と
云
を
、
今
織
子
と
云
（
（（
（

」
と
指
摘
す

る
。
次
に
人
面
で
あ
る
が
、
西
河
原
行
忠
（
一
二
三
六
～
一
三
〇
五
）

が
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
神
名
秘
書
』
に
お
い
て
「
以
二

女
子
一

者
号
二

織
子
一、
以
二

男
子
一

者
称
二

人
面
（
（（
（

一

」
と
述
べ
た
説
が
、
神
宮
に
お
い

て
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
守
良
は
人
面
を
人
母
と
解

釈
し
、「
此
織
子
を
物
忌
に
准
ふ
れ
ば
、
大
小
神
部
は
物
忌
父
の
如

く
、
人
面
は
母
良
の
如
き
職
な
り
（
（（
（

」
と
論
じ
て
い
る
。
守
良
は
明
言

し
て
い
な
い
が
、『
建
久
年
中
行
事
』
九
月
十
一
日
条
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

同
日
、
自
レ

朝
迄
二

十
七
日
夕
一

於
二

御
稲
御
倉
一

母
良
并
織
女
一

人
所
レ

奉
レ

織
也
。
於
二

料
糸
一

者
正
員
禰
宜
所
レ

進
也（（（
（

御
機
殿
と
も
称
さ
れ
る
御
稲
御
倉
に
お
い
て
、
禰
宜
が
神
嘗
祭
に
奉

進
す
る
織
御
衣
を
、
織
女
が
母
良
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
奉
織
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
条
に
は
、
氏
経
が
料
糸
の
変
更
な
ど
を
加
筆
し
て

い
る
が
、
織
女
と
母
良
の
奉
仕
は
中
世
全
般
に
わ
た
り
続
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
元
文
年
中
行
事
』
に
お
い
て
は
母
良
の
み

の
奉
仕
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
薗
田
守
良
が
織
子
の
説
明
で
引
用
し
た
古
事
記
「
須
佐
之

男
命
の
勝
さ
び
」
の
段
と
、
同
じ
内
容
が
『
古
語
拾
遺
』
に
も
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
斎
部
広
成
は
「
蚕
織
之
源
、
起
二

於
神
代
一

也
」
と

断
じ
て
い
る
。
神
話
に
よ
れ
ば
、
蚕
織
の
起
原
は
天
上
に
あ
る
。
そ

れ
で
は
神
宮
に
お
い
て
蚕
織
の
由
来
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
幕
末
・
明
治
期
の
神
宮
学
の
泰
斗
、
御
巫
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清
直
（
一
八
一
二
～
九
四
）
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
清
直
が
編
撰
し
た

「
豊
受
大
神
寔
録
（
（（
（

」
は
「
豊
受
大
神
の
神
暦
景
業
を
明
か
（
（（
（

」
に
す
る

た
め
の
著
作
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
諾
冉
二
神
の
子
た
る
倉
稲

魂
命
（
日
本
書
紀
第
五
段
一
書
第
六
）
は
豊
受
大
神
の
一
名
と
い
う
。

ま
た
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
岐
美
二
神
が
迦
具
土
神
を
生
む
直
前

に
生
ん
だ
大
宜
津
比
売
神
も
、
そ
の
一
名
と
い
う
。
さ
ら
に
伊
邪
那

美
神
が
神
避
る
直
前
、
そ
の
尿
か
ら
生
っ
た
和
久
産
巣
日
神
（
（（
（

も
、
そ

の
一
名
で
あ
る
と
、
清
直
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
事
記
「
須

佐
之
男
命
の
勝
さ
び
」
の
段
と
、
対
応
す
る
日
本
書
紀
第
七
段
を
勘

案
し
て
、

稲
穀
及
供
御
ニ
障
礙
シ
給
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
蚕
馬
ヲ
モ
忌
嫌
シ

テ
防
害
セ
シ
メ
ム
ト
シ
、
皇
大
神
豊
受
ノ
神
徳
ニ
報
謝
セ
ム
ト

其
神
ノ
御
衣
ヲ
織
ラ
シ
メ
ラ
レ
シ
時
、
逆
剥
ノ
悪
行
ヲ
ナ
シ
、

皇
大
神
モ
御
体
ヲ
傷
メ
テ
天
石
窟
ニ
幽
居
マ
シ
マ
シ
ヽ
コ
ト（（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
清
直
は
「
養
蚕
絍
織
の
起
源
」
に
お
い
て
、

高
天
原
の
桑
・
蚕
ハ
、
豊
受
大
神
の
御
霊
に
よ
り
て
生
り
出
始

し
桑
・
蚕
な
れ
ハ
、
皇
大
神
も
そ
の
神
恩
に
報
ひ
て
神
御
衣
を

織
ら
し
め
賜
へ
り
、
ま
し
て
養
蚕
絍
織
を
業
に
し
て
活
計
す
る

人
等
は
、
上
件
の
故
実
を
忘
れ
す（（（
（

と
も
述
べ
て
い
る
。
五
穀
の
み
な
ら
ず
蚕
桑
の
源
も
豊
受
大
神
に
あ

り
、
こ
の
神
恩
に
報
い
る
た
め
天
照
大
御
神
が
神
衣
を
織
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
（
（（
（

。
ま
た
「
養
蚕
絍
織
を
業
に
し
て
活
計
す
る
人
等
」
と

は
神
宮
に
お
い
て
は
両
機
殿
の
神
部
に
他
な
ら
な
い
。
古
代
に
お
い

て
は
織
女
、
中
世
に
お
い
て
は
織
子
・
人
面
が
、
そ
れ
ぞ
れ
心
中
に

天
照
大
御
神
が
親
し
く
御
衣
を
織
ら
れ
る
姿
を
思
い
浮
べ
、
そ
の
御

手
振
を
亀
鑑
と
し
て
、
日
々
紡
織
に
励
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
両
神
部
の
晴
れ
舞
台
と
な
る
神
衣
祭
の
祝
詞
に
注
目
し
よ

う
。
残
念
な
が
ら
『
元
文
年
中
行
事
』
に
神
衣
祭
祝
詞
は
記
載
さ
れ

て
い
な
い
の
だ
が
、『
建
久
年
中
行
事
』
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
表
中

で
は
省
略
し
た
『
建
久
年
中
行
事
』
記
載
の
神
衣
祭
祝
詞
を
左
に
掲

げ
る
。度

会
ノ
宇
治
ノ
五
十
鈴
ノ
河
上
ノ
下
津
石
根
ニ
大
宮
柱
広
敷
立

テ
高
天
原
ニ
千
木
高
知
テ
皇
御
麻
命
ノ
称
辞
定
奉
天
照
坐
皇
太

神
ノ
広
前
ニ
恐
ミ
恐
ミ
モ
申
給
ク
服
織
麻
續
ノ
人
等
常
モ
仕
奉

ル
和
妙
荒
妙
御
衣
ヲ
平
ク
安
ク
聞
食
ト
恐
ミ
恐
ミ
モ
申
給
ク
申（（（
（

幸
い
に
も
「
延
喜
祝
詞
式
」
に
は
四
月
・
九
月
の
神
衣
祭
祝
詞
が
収

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
次
に
示
す
。

度
会
乃
宇
治
五
十
鈴
川
上
尓
大
宮
柱
太
敷
立
天
、
高
天
原
尓
千

木
高
知
天
、
称
辞
竟
奉
留
天
照
坐
皇
大
神
乃
大
前
尓
申
久
、
服

織
・
麻
續
乃
人
等
乃
常
毛
奉
レ

留
和
妙
・
荒
妙
乃
織
乃
御
衣
乎

進
事
乎
、
申
給
止
申
。
荒
祭
宮
尓
毛
斯
如
是
申
天
進
止
宣
。
祢

宜
・
内
人
称
レ

唯（（（
（

二
篇
の
祝
詞
は
、「
申
す
形
式
」「
宣
る
形
式
（
（（
（

」
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、

内
容
は
同
じ
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
は
、『
建
久
年
中
行
事
』
に
記
載
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さ
れ
た
祝
詞
中
の
語
句
を
用
い
る
と
、「
服
織
麻
續
ノ
人
等
」
が

「
和
妙
荒
妙
御
衣
」
を
奉
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祝
詞
は
非
常

に
単
純
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
単
純
極
り
な
い
祝
詞
が
虚
言
と
な

ら
ぬ
よ
う
、
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
す
る
ま
で
（
表
中
�
と
⑳
）、
慎
重

な
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
神
衣
祭
は
三
節
祭

と
並
ぶ
重
儀
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
ご
と
く
、
奉
仕
者
（
あ
る
い
は

奉
織
者
）
と
し
て
の
資
格
も
厳
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
に
お
い
て
は
、
各
八
人
の
織
女
が
選
抜
さ
れ
玉
串
奉
奠

し
て
い
る
。
古
代
に
お
け
る
服
織
八
人
、
麻
續
八
人
と
い
う
定
数
こ

そ
な
い
も
の
の
『
建
久
年
中
行
事
』
で
は
表
中
�
で
一
神
主
（
一
禰

宜
）
が
、『
元
文
年
中
行
事
』
で
は
表
中
⑬
で
政
所
が
、
職
数
通
り

の
神
部
が
参
集
し
て
い
る
か
、
祗
承
等
に
声
を
掛
け
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
そ
の
時
々
で
事
前
に
決
っ
た
員
数
の
神
部
を
代
表
す
る
の

が
両
大
神
部
で
あ
る
。
両
年
中
行
事
記
で
は
、
神
部
の
員
数
確
認
に

前
後
し
て
、
神
部
方
と
神
宮
方
で
送
文
が
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
。

送
文
は
神
衣
の
員
数
を
確
認
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
。
奉
納
さ
れ

る
神
衣
と
、
奉
納
す
る
大
少
神
部
等
と
の
、
両
方
が
揃
っ
て
、
は
じ

め
て
、
内
院
に
お
け
る
一
連
の
行
事
に
移
行
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

神
衣
祭
は
中
世
の
末
葉
に
中
絶
し
、
近
世
に
お
い
て
復
興
し
た
と

は
い
え
既
に
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
式
次
第
を

仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
奉
織
者
が
大
御
神
の
神
恩
を
仰
ぐ
と
い
う
伝

統
に
い
さ
さ
か
の
変
り
も
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。

五
　
神
衣
の
奉
献

　

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
撰
進
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
御
調

荷
前
供
奉
行
事
条
に
よ
れ
ば
「
赤
引
生
糸
」
は
五
月
三
十
日
、
神
郡

の
百
姓
が
持
参
し
た
清
浄
な
御
調
の
糸
を
大
神
宮
司
が
卜
食
み
、
御

調
の
御
倉
に
納
め
る
。
そ
し
て
六
月
月
次
祭
当
日
の
朝
を
迎
え
る
。

以
六
月
十
七
日
朝
時
、
従
二

御
調
倉
一

下
弖
、
預
度
会
多
気
郡
司
、

并
調
書
生
服
長
等
、
御
前
追
持
参
入
、
大
神
宮
供
奉
行
事
波
、

神
服
織
神
麻
賡
御
衣
供
奉
行
事
止
同

右
に
よ
る
と
月
次
祭
の
御
料
と
な
る
赤
引
の
糸
は
度
会
多
気
の
両
神

郡
か
ら
奉
献
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
月
次
祭
（
三
節
祭
）

御
料
と
対
比
さ
せ
て
神
衣
祭
御
料
は
神
服
織
神
麻
績
の
両
神
部
が
奉

献
し
た
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
糸
や
織
物
と
い
う
奉
納
品
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
料
所
と
料
所
に
関
係
す
る
奉
仕
者
が
異
な
れ
ば
祭
り
の
意

味
も
ま
た
異
な
る
。
ま
た
同
「
年
中
行
事
并
月
記
事
」
九
月
例
に
よ

れ
ば
、
御
調
の
御
倉
か
ら
奉
下
し
た
「
織
二

御
衣
一

料
糸
壱
拾
弐
絇
」

に
対
し
、
伊
賀
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江
の
四
箇
国
の
神
戸
か
ら
あ
わ

せ
て
「
糸
三
絇
」
が
供
進
さ
れ
る
。
三
節
祭
は
両
神
郡
に
加
え
諸
国

の
神
戸
を
も
料
所
と
し
た
が
（
（（
（

、
神
衣
祭
は
も
と
も
と
両
神
部
の
み
を

料
所
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
（（
（

。
こ
う
考
え
る
と
神
衣
祭
を
支
え
る
基
盤

は
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。
天
長
十
年
（
八
三
三
）
選
集
の
『
令

義
解
』
に
お
い
て
、
孟
夏
・
季
秋
の
常
祀
で
あ
る
神
衣
祭
は
左
の
よ
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う
に
註
釈
さ
れ
る
。

謂
。
伊
勢
神
宮
祭
也
。
此
神
服
部
等
。
斎
戒
潔
清
。
以
二

参
河

赤
引
神
調
一。
織
二

作
神
衣
一。
又
麻
績
連
等
。
績
レ

麻
以
織
二

敷
和

衣
一。
以
供
二

神
命
一。
故
曰
二

神
衣
一

「
延
喜
主
計
寮
式
」
上
で
、
伊
勢
と
同
じ
く
上
糸
国
と
さ
れ
た
三
河

国
に
は
先
述
の
よ
う
に
神
宮
の
神
戸
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
右
の
ご

と
く
九
世
紀
に
な
る
と
早
く
も
神
衣
祭
の
料
糸
も
ま
た
三
河
国
の
神

戸
か
ら
調
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
三
河
国
は
神
戸
に
続
き
御
園
が

設
置
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
も
上
質
な
赤
引
の
糸
を
生
産
し
た
。
三

河
の
赤
引
の
糸
は
や
が
て
極
上
の
蚕
糸
の
代
名
詞
と
な
っ
た
こ
と
は

周
知
の
事
実
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
神
衣
祭
の
料
糸
に
つ
い
て
は
安

定
的
に
確
保
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
古
代
末
に

は
両
機
殿
は
混
乱
し
、
た
び
た
び
式
日
違
例
を
来
し
、
中
世
に
は
神

衣
祭
自
体
が
杜
絶
し
た
こ
と
は
前
々
節
で
述
べ
た
。

　

前
述
の
よ
う
に
古
代
の
三
河
に
お
い
て
神
衣
祭
料
糸
と
し
て
神
宮

に
奉
献
さ
れ
た
赤
引
の
糸
が
、
三
河
国
内
の
ど
の
場
所
で
産
出
さ
れ

た
の
か
は
正
確
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
祭
り
と
い
う

民
俗
で
伝
承
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
関
聯
す
る
愛
知
県
下

の
民
俗
を
紹
介
し
よ
う
。『
八
名
郡
史
』
に
は
、
服
部
郷
に
残
る
記

憶
が
左
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

明
治
十
八
年
ま
で
大
野
村
鈴
木
伝
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
ゝ
家
か

ら
神
宮
神
御
衣
の
原
料
た
る
べ
き
生
糸
を
作
り
之
を
遠
州
引
佐

郡
岡
本
村
神
服
部
氏
（
俗
に
神
目
代
又
神
目
太
夫
と
い
ふ
）
の
家

に
致
し
此
家
に
て
和
妙
に
織
り
成
し
豊
橋
の
神
明
神
社
の
神
主

の
手
を
経
て
神
宮
に
奉
献
し
た
事
は
紛
れ
も
な
い（（（
（

右
は
蚕
都
豊
橋
の
神
明
社
の
「
お
ん
ぞ
祭
」
に
遠
江
の
初
生
衣
神
社

か
ら
織
物
が
奉
献
さ
れ
た
こ
と
。
そ
の
織
物
の
糸
が
三
河
の
八
名
郡

大
野
村
か
ら
産
出
さ
れ
初
生
衣
神
社
に
送
ら
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
神
明
社
か
ら
神
宮
へ
の
奉
献
は
昭
和
二
十
四
年
（
（（
（

、
初
生
衣
神
社

か
ら
神
明
社
へ
の
奉
納
は
昭
和
四
十
三
年
に
（
（（
（

、
そ
れ
ぞ
れ
復
興
し
て

今
日
で
は
両
奉
賛
会
が
一
緒
に
な
っ
て
奉
献
団
を
結
成
し
五
月
の
神

御
衣
祭
に
あ
わ
せ
て
参
宮
す
る
。
こ
れ
ら
は
蚕
糸
が
ま
さ
に
三
遠
地

方
を
繋
い
だ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

次
は
蚕
織
従
事
者
の
生
活
の
な
か
で
守
ら
れ
た
風
習
を
紹
介
す
る
。

『
神
鳳
鈔
』
に
よ
れ
ば
渥
美
半
島
の
伊
良
湖
に
は
外
宮
の
御
厨
が
置

か
れ
た
。
今
日
、
伊
良
湖
神
社
で
も
ま
た
御
衣
祭
が
行
わ
れ
て
お
り
、

昭
和
初
期
に
は
次
の
よ
う
な
風
習
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

十
四
日
に
は
女
達
は
針
止
め
と
て
織
機
に
上
ら
ず
把
針
も
し
な

い
。
又
床
の
間
に
は
「
オ
ゴ
ケ
」
を
伏
せ
る
と
て
、
小
桶
を
覆

せ
、
糸
框
を
飾
る
。
其
の
意
味
は
明
か
で
な
い
。
昔
か
ら
の
言

ひ
伝
へ
と
し
て
各
戸
之
を
行
ふ（（（
（

ま
た
、
平
成
十
一
年
現
在
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
行
事
と
し
て
奥
三
河

は
稲
武
町
の
「
オ
ン
ゾ
祭
り
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

四
月
十
三
・
十
四
日
に
伊
勢
の
神
様
の
オ
ン
ゾ
を
つ
く
る
（
機
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織
り
）
の
日
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
（
中
略
）
伊
勢
の
大
神
様
が

機
織
り
を
す
る
日
だ
か
ら
女
性
た
ち
は
機
を
織
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
禁
忌
が
あ
っ
た
（
中
略
）
こ
の
日
に
は
お
裁
縫
を
し

て
は
い
け
な
い
日
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
た（（（
（

こ
れ
ら
の
二
事
例
を
み
る
と
、
御
巫
清
直
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
旧

三
河
国
の
「
養
蚕
絍
織
を
業
に
し
て
活
計
す
る
人
等
」
も
ま
た
両
機

殿
の
神
部
同
様
、
紡
織
の
神
々
の
神
恩
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
。

六
　
ま
と
め

　

中
世
・
近
世
の
神
宮
の
年
中
行
事
を
中
心
に
『
皇
太
神
宮
儀
式

帳
』『
延
喜
式
』
な
ど
を
合
せ
て
比
較
・
検
討
し
な
が
ら
神
衣
祭
の

変
遷
と
淵
源
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
古
代
の
神
服
部
・
神
麻
續
両
機

殿
の
実
体
は
明
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
代
末
の
神
領
行
政
の
行

詰
ま
り
か
ら
か
大
少
神
部
が
置
か
れ
、
神
部
の
代
表
と
し
て
神
衣
祭

に
奉
仕
す
る
姿
が
、
中
世
の
年
中
行
事
記
に
確
認
で
き
た
。
一
方
で

神
衣
祭
が
鎮
座
以
来
の
伝
統
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
、
年
中

行
事
記
か
ら
窺
え
た
。
準
備
に
あ
た
り
祭
場
の
榊
を
新
た
に
す
る
こ

と
は
、
神
衣
祭
が
三
節
祭
と
並
ぶ
重
儀
で
あ
る
こ
と
を
形
の
上
で
示

し
て
い
る
。
そ
の
淵
源
は
、
御
巫
清
直
に
よ
れ
ば
、
豊
受
大
神
の
神

徳
か
ら
生
じ
た
蚕
桑
と
、
こ
れ
に
応
え
る
天
照
大
御
神
の
紡
織
の
神

業
に
あ
る
。
二
柱
の
神
の
神
恩
を
蒙
る
神
衣
祭
に
お
い
て
、
奉
仕
の

主
体
と
な
る
の
は
、
両
神
部
、
つ
ま
り
両
機
殿
に
奉
仕
す
る
部
民
で

あ
る
。
神
恩
を
戴
い
た
機
殿
の
童
女
が
、
糸
を
紡
ぎ
機
を
織
る
の
を
、

大
人
た
ち
が
助
け
る
。
両
機
殿
で
は
何
世
代
も
、
そ
の
よ
う
な
生
活

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
生
活
の
な
か
で
育
ま
れ
た
矜
持
と

誠
心
の
象
徴
が
糸
を
著
け
た
玉
串
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て

か
つ
て
の
諸
国
の
神
戸
で
あ
る
三
遠
地
方
で
は
、
お
ん
ぞ
奉
献
の
祭

り
が
、
そ
の
精
神
と
と
も
に
生
き
残
っ
て
い
る
。

註（1
）　

古
代
に
お
い
て
は
神
衣
祭
、
中
世
に
お
い
て
は
神
御
衣
祭
と
表
記

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
本
稿
で
は
時
代
に
よ
ら
ず
神
衣
祭
と
表
記

す
る
。

（
2
）　

本
稿
で
は
「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」（『
神
宮
編
』
一
〈『
神
道
大
系
』〉、

神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
六
日
）
を
参
照
し

た
。

（
3
）　

本
稿
で
は
「
巻
第
四
・
神
祇
四
・
伊
勢
大
神
宮
」（『
延
喜
式
』
上
、

集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
十
四
日
）
を
参
照
し
た
。

（
4
）　

本
稿
で
は
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」（『
神
宮
編
』
二
〈『
神
道
大

系
』〉、
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
六
日
）
を

参
照
し
た
。

（
5
）　
「
皇
大
神
宮
年
中
行
事
当
時
勤
行
次
第
」
は
『
日
本
祭
礼
行
事
集

成
』
四
（
平
凡
社
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
十
日
）
に
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
本
稿
で
は
孫
福
弘
孚
が
私
註
を
施
し
た
「
皇
大
神
宮
年

中
行
事
当
時
勤
行
次
第
私
註
」（『
神
宮
年
中
行
事
大
成
』
前
、
河

田
貞
次
郎
、
昭
和
十
三
年
六
月
十
一
日
）
を
参
照
し
た
。

（
6
）　

前
掲
の
神
道
大
系
本
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」
に
は
、
校
訂
者
の
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検
討
に
よ
り
、
氏
経
が
増
補
し
た
部
分
が
線
で
囲
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
を
利
用
し
た
。

（
7
）　

中
西
正
幸
『
神
宮
祭
祀
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
九
年

七
月
三
十
日
、
五
頁
。

（
8
）　
『
新
校
群
書
類
従
』
一
（
内
外
書
籍
、
昭
和
六
年
十
二
月
三
十
日
）、

解
題
一
頁
。
当
該
解
題
に
お
い
て
阪
本
廣
太
郎
は
「
皇
太
神
宮
儀

式
帳
」
が
「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
制
定
の
資
料
と
な
っ
た
と
論

じ
て
い
る
。
ま
た
阪
本
は
神
宮
儀
式
課
長
時
代
、
職
員
の
習
礼
の

た
め
「
大
神
宮
式
」
を
逐
条
講
義
し
て
い
る
（『
神
宮
祭
祀
概
説
』

（〈『
神
宮
教
養
叢
書
』〉
七
、
神
宮
司
庁
教
導
部
、
昭
和
四
十
年
三

月
三
十
一
日
）、「
著
者
略
伝
と
本
書
成
立
の
事
情
」
五
～
六
頁
）。

（
9
）　
『
私
註
』
に
よ
る
と
「
御
衣
筥
ヲ
高
案
ニ
居
ル
事
古
義
ニ
ア
ラ
ズ
。

古
年
中
行
事
ニ
ハ
辛
櫃
ノ
マ
ヽ
東
宝
殿
ニ
納
ル
事
見
エ
タ
リ
。
是

ハ
再
興
之
節
料
ナ
キ
事
故
ニ
、
辛
櫃
ヲ
新
調
ニ
年
々
ナ
ス
事
ヲ
イ

ト
ヒ
テ
破
損
ニ
随
ヒ
修
繕
ス
。
仍
テ
運
送
ノ
ミ
。
御
内
ヘ
ハ
入
レ

ザ
ル
事
ト
セ
シ
ヨ
リ
ノ
式
ナ
リ
」
の
よ
う
に
料
物
削
減
の
た
め
高

案
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。

（
10
）　

前
掲
「
巻
第
四
・
神
祇
四
・
伊
勢
大
神
宮
」、
一
九
〇
～
一
九
三
頁
。

（
11
）　
「
太
神
宮
諸
雑
事
記
」（『
神
宮
編
』
一
〈『
神
道
大
系
』〉、
神
道
大

系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
六
日
）、
四
四
二
頁
。

（
12
）　

同
、
四
三
九
頁
。

（
13
）　

前
掲
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」、
二
八
七
頁
。

（
14
）　
「
御
衣
祭
記
」（『
二
宮
叢
典
』
中
〈『
増
補
大
神
宮
叢
書
』〉
21
、

吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
六
年
一
月
十
日
）、
三
二
〇
～
三
二
一
頁
。

（
15
）　
『
大
神
宮
儀
式
解
』
後
〈『
増
補
大
神
宮
叢
書
』〉
6
、
吉
川
弘
文
館
、

平
成
十
八
年
七
月
二
十
日
、
一
六
五
頁
。

（
16
）　

中
西
正
幸
は
「
祝
詞
に
奏
上
す
る
数
量
と
現
物
と
の
喰
違
い
は
、

明
治
の
御
代
ま
で
是
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」（
前
掲
『
神

宮
祭
祀
の
研
究
』、
二
六
頁
）
と
指
摘
す
る
。

（
17
）　

前
掲
「
皇
大
神
宮
年
中
行
事
当
時
勤
行
次
第
私
註
」、
六
五
九
頁
。

（
18
）　

同
上
。

（
19
）　
『
古
事
記
』〈
岩
波
文
庫
〉、
二
〇
〇
一
年
三
月
五
日
、
二
二
三
頁
。

（
20
）　
『
神
宮
典
略
』
中
〈『
大
神
宮
叢
書
』〉、
昭
和
八
年
四
月
二
十
五
日
、

七
七
〇
頁
。

（
21
）　
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
神
名
秘
書
』（〈『
神
道
大
系
』〉
論
説
編
五
・

伊
勢
神
道
上
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
成
五
年
七
月
三
十
日
）、

二
三
八
頁
。

（
22
）　

前
掲
『
神
宮
典
略
』
中
、
七
七
二
頁
。

（
23
）　

前
掲
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」、
三
五
七
頁
。

（
24
）　
「
豊
受
大
神
寔
録
」（『
神
宮
神
事
考
證
』
前
〈『
大
神
宮
叢
書
』〉、

河
田
貞
次
郎
、
昭
和
十
年
十
二
月
一
日
）。

（
25
）　

前
掲
「
豊
受
大
神
寔
録
」
解
題
、
二
頁
。

（
26
）　

日
本
書
紀
第
五
段
・
一
書
第
二
に
よ
れ
ば
稚
産
霊
の
神
か
ら
蚕
・

桑
・
五
穀
が
生
じ
て
い
る
。

（
27
）　

同
、
三
八
三
頁
。

（
28
）　
「
御
巫
清
直
諸
詞
書
集
」（『
神
宮
神
事
考
證
補
遺
』
下
〈『
増
補
大

神
宮
叢
書
』〉
11
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
）、

九
七
五
～
九
七
六
頁
。

（
29
）　

和
辻
哲
郎
は
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
上
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十

七
年
一
月
二
十
六
日
・
第
一
刷
発
行
、
第
四
刷
参
照
）
第
一
篇
・

第
二
章
「
神
話
伝
説
に
お
け
る
神
の
意
義
」
に
お
い
て
「
祀
ら
れ

る
と
共
に
自
も
ま
た
祀
る
神
」（
同
書
六
三
頁
）
を
最
も
崇
敬
さ

れ
る
神
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
忌
服
屋
に
お
け
る
天
照

大
神
に
つ
い
て
「
背
後
の
不
定
の
神
を
媒
介
す
る
神
と
し
て
神
聖
」
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（
同
書
六
八
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
和
辻
は
「
神
命
の
通
路
」
と

い
う
独
自
の
表
現
を
用
い
て
神
の
意
義
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
の

場
合
、
祀
ら
れ
る
神
は
重
要
視
さ
れ
な
い
。
ま
た
川
出
清
彦
は
、

神
衣
が
外
宮
に
奉
ら
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
「
天
上
の
儀
に
お
け

る
神
御
衣
は
、
新
嘗
と
同
様
、
そ
の
対
象
は
御
食
神
と
考
え
ら
れ

る
。
か
つ
、
こ
の
こ
と
は
、
地
上
に
天
降
、
御
鎮
座
後
も
、
天
上

の
儀
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
」（『
祭
祀
概
説
』、
学
生
社
、

一
九
七
八
年
五
月
十
五
日
・
初
刷
発
行
、
三
刷
参
照
、
二
四
〇
頁
）

と
論
を
展
開
し
て
い
る
。
両
者
の
論
は
、
ど
ち
ら
も
勤
労
・
勤
勉

を
善
と
す
る
日
本
人
の
労
働
観
と
通
底
す
る
。

（
30
）　

前
掲
「
皇
太
神
宮
年
中
行
事
」、
二
八
六
頁
。

（
31
）　

前
掲
『
延
喜
式
』
上
、
四
八
八
～
四
九
一
頁
。

（
32
）　

武
田
祐
吉
の
分
類
に
よ
る
（『
神
祇
文
学
篇
』〈『
国
文
学
研
究
』〉、

大
岡
山
書
店
、
昭
和
十
二
年
一
月
二
十
八
日
。
二
九
九
～
三
〇
二

頁
）。
武
田
は
祝
詞
を
さ
ら
に
細
か
く
「
一
、
神
主
祝
部
に
宣
す

る
も
の
」「
二
、
親
王
諸
王
諸
臣
百
官
人
に
宣
す
る
も
の
」「
三
、

神
祇
に
奏
す
る
も
の
」「
四
、
天
皇
に
奏
す
る
も
の
」
に
分
類
し

て
い
る
。『
建
久
年
中
行
事
』
所
載
の
神
衣
祭
祝
詞
は
第
三
形
式
、

「
延
喜
祝
詞
式
」
所
載
の
そ
れ
は
第
一
形
式
と
な
る
。

（
33
）　

日
本
書
紀
持
統
六
年
（
六
九
二
）
閏
五
月
丁
未
（
十
三
日
）
条
に

「
伊
勢
太
神
奏
天
皇
曰
。
免
伊
勢
国
今
年
調
役
。
然
応
輸
其
二
神

郡
赤
引
糸
参
拾
伍
斤
」
と
あ
る
よ
う
に
赤
引
の
糸
は
も
と
も
と
両

神
郡
の
み
か
ら
献
上
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
34
）　

熊
田
亮
介
は
「
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
」
服
部
等
造
二
二
時
神
衣
一
機

殿
祭
并
雑
用
条
の
「
糸
一
百
絇
」
同
麻
績
等
機
殿
祭
并
雑
用
条

「
麻
三
十
鬘
」
を
神
衣
祭
の
料
糸
と
考
え
て
い
る
（「
伊
勢
神
宮
神

衣
祭
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」（『
新
潟
大
学
教
育
学
部
長
岡
分

校
研
究
紀
要
』
二
五
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
二
十
九
日
）、
九
二

頁
）。

（
35
）　

羽
田
栄
木
（
羽
田
野
敬
雄
）「
三
河
国
蚕
糸
考
」（『
史
料
編
』
古

代
・
中
世
・
近
世
Ⅰ
〈『
稲
武
町
史
』〉、
稲
武
町
、
平
成
十
年
三

月
三
十
一
日
、
七
三
～
七
六
頁
）
に
は
赤
引
の
糸
・
犬
頭
糸
に
代

表
さ
れ
る
三
河
国
の
養
蚕
製
糸
業
の
歴
史
的
根
拠
が
網
羅
さ
れ
て

い
る
。

（
36
）　
『
八
名
郡
史
』（
愛
知
県
八
名
郡
役
所
、
大
正
十
五
年
四
月
三
十
日
）、

二
一
頁
。

（
37
）　

大
村
重
由
編
「
豊
橋
お
ん
ぞ
祭
」（
松
月
堂
、
昭
和
五
十
三
年
十

月
十
日
）
に
よ
れ
ば
神
宮
に
奉
献
さ
れ
る
「
御
衣
と
は
、
こ
の
御

門
（
蕃
垣
御
門
、
引
用
者
註
）
の
垂
絹
」
で
あ
る
と
い
う
。

（
38
）　
「
初
生
衣
神
社
略
記
」（
初
生
衣
神
社
社
務
所
）
に
よ
る
。
当
略
記

に
は
、
境
内
の
織
殿
で
神
目
代
夫
婦
が
三
河
の
赤
引
の
糸
を
織
り

毎
年
神
宮
に
奉
献
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）　

松
下
石
人
『
三
州
奥
郡
風
俗
図
絵
』、
昭
和
十
一
年
二
月
十
五
日
、

「
補
遺
の
部
」
四
月
十
四
日
条
。
本
書
で
は
「
オ
ゴ
ケ
」
の
意
味

は
不
明
と
し
て
い
る
が
、「
麻
小
笥
」
の
こ
と
で
績
麻
を
入
れ
る

器
で
あ
る
。
糸
框
は
績
ん
だ
糸
を
巻
き
取
る
枠
で
あ
る
。
こ
れ
ら

紡
績
の
道
具
を
床
の
間
に
供
え
る
こ
と
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
祭
り
の
当
日
、
人
々
は
紡
績
の
仕
事
を
神
に
委
ね
、

ひ
た
す
ら
神
恩
を
蒙
り
、
新
た
な
力
を
得
る
。
そ
し
て
翌
日
か
ら

ま
た
仕
事
に
精
を
出
す
。
紡
績
従
事
者
に
と
っ
て
四
月
十
四
日
は

神
恩
を
戴
く
た
め
の
大
切
な
忌
み
籠
り
の
日
で
あ
っ
た
。

（
40
）　
『
民
俗
資
料
編
』〈『
稲
武
町
史
』〉、
稲
武
町
、
平
成
十
一
年
一
月

三
十
一
日
、
三
七
～
三
八
頁
。（

徳
島
市
・
春
日
神
社
権
禰
宜
）


